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10
月
23
日
（
水
）
矢
部
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
千
寿
苑
に
お
い
て
山
都
町
Ｐ
Ｔ

Ａ
連
絡
協
議
会
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

今
回
の
研
修
会
は
、
福
岡
県
糸
島
市

在
住
の
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
ｍ

ｏ
ｎ
さ
ん
を
お
迎
え
し
、｢

生
ま
れ
て

き
て
く
れ
て　

あ
り
が
と
う｣

を
テ
ー

マ
と
し
て
、
ト
ー
ク
＆
コ
ン
サ
ー
ト
形

式
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
ｍ
ｏ
ｎ
さ
ん
の
飾
ら
な
い
語
り
口
と
、

心
に
響
く
素
晴
ら
し
い
歌
声
に
子
育
て

世
代
の
参
加
者
は
次
第
に
引
き
込
ま
れ
、

会
場
全
体
が
ｍ
ｏ
ｎ
さ
ん
の
優
し
さ
に

包
ま
れ
た
空
間
と
な
り
ま
し
た
。

 

参
加
者
の
感
想　
（
一
部
抜
粋
）

◯
声
に
透
明
感
が
あ
っ
て
ス
テ
キ
で
し

た
。
話
も
楽
し
く
て
、
共
感
で
き
る

所
も
あ
り
ま
し
た
。

　

子
ど
も
と
の
今
を
積
み
重
ね
て
大
切

に
し
て
い
き
た
い
で
す
。

◯
子
ど
も
に
と
っ
て
の
居
場
所
を
作
っ

て
あ
げ
る
事
の
大
切
さ
を
感
じ
ま
し

た
。
子
ど
も
達
と
過
ご
せ
る
時
間
を

大
事
に
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

◯
涙
が
出
て
大
変
で
し
た
。
子
ど
も
、

家
族
、
色
々
な
事
が
頭
の
中
に
た
く

さ
ん
思
い
浮
か
び
ま
し
た
。

◯
ト
ー
ク
で
は
子
ど
も
達
の
心
を
知

り
、
歌
で
は
す
べ
て
を
包
み
込
む
愛

情
を
感
じ
、
本
当
に
心
が
洗
わ
れ
る

研
修
会
で
し
た
。

◯
子
ど
も
と
過
ご
す
時
間
、「
今
」
を

大
切
に
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間について
　熊本地方法務局では、次のとおり「女性の人権ホットライン」強化週間が実施されます。

記
１　実施日時等
　　（1）実 施 期 間：11月 18日（月）～ 11月 24日（日）までの７日間
　　（2）受 付 時 間：ア　11月 18日（月）～ 11月 22日（金）
 　　午前８時 30分～午後７時まで
 イ　11月 23日（土）及び同月 24日（日）
 　　午前 10時～午後５時まで
２　実施方法
　　（1）電 話 相 談：「女性の人権ホットライン」専用相談電話
　　　　　　　　　　０５７０－０７０(ゼロナナゼロの )－８１０(ハートライン )
　　（2）相談担当者：人権擁護委員・法務局職員
　　（3）相 談 内 容：夫・パートナーからの暴力（ＤＶ）、ストーカー行為による被害、職場

等におけるセクシャル・ハラスメント等女性をめぐる様々な人権問題。
　　（4）そ　の　他：相談内容についての秘密は厳守します。

なお、熊本地方法務局では、常時、開庁日の午前８時 30分から午後５
時 15分まで、同じ専用相談電話で相談に応じています。

３　問合せ先：熊本地方法務局人権擁護課
　　　　　　　電話０９６－３６４－２１４５（内線４１４，担当：渡辺）

　差別のない、いじめのない、明るい町づくりを推進するため、次の日程で山都町「人権を考
える町民の集い」を開催いたします。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
〇日　時　　12月 10日（火）　開会 18：00～
〇場　所　　山都町矢部保健福祉センター「千寿苑」

　車道や歩道の一部で、庭木や生け垣、沿道の山林の樹木の張り出しにより、通行の妨げとなっ
ている箇所が多く見受けられます。
　樹木等が道路上に張り出し覆いかぶさると、通行しづらいだけでなく、道路標識やカーブミラー
などが見えづらくなり、交通事故の原因にもなりかねません。
　道路には、歩行者や車両が安全に通行できるように「建築限界」が定められています。
　「建築限界」とは、電柱や樹木等がはみ出してはいけない道路上の空間のことを指します。
　車道部分は、高さ 4.5 ｍ、歩道の場合は高さ 2.5 ｍ。この空間に樹木がはみ出している場合は、
建築限界を犯している可能性があります。

　張り出した樹木の枝の落下や倒木により通行車両が損傷する事故等が発生した場合は、法律に
より所有者が賠償責任を問われることもあります。
　私有地から道路上に張り出している樹木等は土地所有者に所有権があり、緊急の場合を除き、
町が無断で伐採することはできません。
　所有者において、定期的に伐採・枝払い等を行うなど適切に管理を行っていただきますようお
願いいたします。

≪伐採等の作業における注意点≫
◎ 電線や電話線がある箇所の伐採作業については、危険が伴う場合がありますので、九州電
力またはＮＴＴに事前にご相談ください。

◎ 伐採作業時は、通行車両や歩行者の安全確保と立木からの転落に注意して作業を行ってく
ださい。

≪緊急の場合等における対応≫
◎ 倒木が道路を塞いでいる場合や緊急の場合は、予告なく町で伐採する場合があります。こ
の場合は、伐採した木は町で処理せず、交通の邪魔にならないように道路脇に寄せて置く
等の対応を行う場合がありますので、地権者の方で速やかに撤去をお願いいたします。

問合せ先　　建設課　☎ 72-1145

町道路上に張り出している樹木の伐採に関するお願いわ
た
し
た
ち
の
人
権  
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誰
も
が
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
う
え
で

　

侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
当
然
の
権
利

　

こ
れ
が
『
人
権
』
で
す

会場の様子

ｍｏｎさん
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